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米国会計不正対策とその効果

秋　山　純　一

Measures and their Effects of Accounting Scandals
in the United States

Junichi Akiyama

　会計監査が高度に発達しているといわれている米国でも、会計不正には常に悩まされていた。特に、

1990年代半ばから21世紀の最初の２年ほどに発生した大規模かつ多数の会計と監査にかかわるスキャ

ンダルの対処策としてのサーベインス・オックスリー法（ＳＯＸ法）が果たして会計不正防止に有効

に働くかどうかを検討する。

People have been suffered by accounting scandals in the United States, where it is believed that the
auditing practices are highly advanced. Sarbanes-Oxley Act of 2002(SOX Act) was enacted as a result of
accounting scandals in the latter half of 1990s and the first two years in 2000s. This monograph tries a
preliminary review whether or not SOX Act is effective to prevent further accounting scandals.
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Ⅰ　最近の米国会計不正

　企業が資金を調達する上で、財務諸表は極め

て重要な役割を果たすため、信頼性が非常に重

要となる。このような信頼性のある財務諸表を

作成する上での指針ないし約束事として会計基

準があり、それらを適用して財務諸表を作成、公

表する第一次的責任は当該企業の経営者にある。

それに加えて、財務諸表の信頼性を増すために、

利害関係者から独立した会計監査人により監査

が実施され、その結果も財務諸表と共に公表さ

れる（第２次的責任）。

　米国の会計監査は19世紀半ばに英国などから

鉄道事業などへの大規模な投資が行なわれた際

に、英国から導入された制度であり、1920年代

から30年代に掛けて会計監査の担い手である公

認会計士は監査を通して、米国で社会的信用を

確立した。特に、1920年代末の大恐慌への対策

の１つとして成立した1933年証券法、1934年証

券取引法が公開会社の会計監査を法律で強制し

た（注1）ために、その担い手である公認会計士の

立場を強化した。

　しかし、法令で公開会社の経営者とそのアド

バイザーに責任を課し、更に、その違反者に刑

事罰を科することとしても、経営者が常に信頼

性のある財務諸表を適時に公表する保証はない。

また、経営者が意図的に会計監査人を欺こうと

する時には、会計監査も有効でないことが多い。



米国会計不正対策とその効果

－ 128－

そのために、会計不正が発生すると、その企業

の会計監査を担当する公認会計士もそのスキャ

ンダルに巻き込まれることとなる。

　米国で公開会社の会計監査が法令で強制され

てから最初の重要なスキャンダルは、1938年に

発覚した製薬会社であったマッケンソン・ロビ

ンス事件（注2）であった。この事件では、社長が

前科者であり、国際業務はすべてデッチ上げの

書類に基づくものであったが、内部証拠だけを

検証の対象とする会計監査であったために、会

計監査人は不正を発見できず、後に、監査手続

の一部に外部証拠を入手することも義務付ける

キッカケとなった。

　会計監査上で次に重要なスキャンダルは、

1958年から 1962年にかけてのアラスカ・ジェ

ノー金鉱の「監査意見漁り」（opinion shopping）

であろう（注3）。この会社は、自社の会計処理を認

めないアーサーアンダーセン、アーサー・ヤン

グを次々と解任し、1962年に同社の会計処理を

認める会計事務所を会計監査人に選任した。こ

の事態に対処するために、アメリカ公認会計士

協会は大まかな会計基準を示してきた「会計手

続委員会」に代えて、1959年に「会計原則審議

会」（ＡＰＢ）を設立し、会計基準の統一化と強

化を目指した。また、「監査意見漁り」を防止す

るために、米国証券取引委員会（ＳＥＣ）は、後

に、会計監査人の変更がある場合、前任の会計

監査人の意見も添えて、臨時報告書で届け出る

条件を課すことになる。

　第３にあげられるスキャンダルは、1966年に

社長と会計監査を担当した事務所の会計士３人

が起訴されたコンチネンタル・ベンディング事

件（注4）である。これは社長が自ら支配する別会

社に会社の資金を移動し、それを会社の財務諸

表上では担保付貸付金と表示されていたが、実

際には回収可能性がなく、また、会社の経理担

当者が会計監査のアシスタントにこの取引の妥

当性に疑問があるとことを告げたが、会計監査

人は特に何のアクションを取らなかったために、

会計監査を担当した事務所の会計士３名は社長

と共謀して、虚偽の年次報告を行なったとして、

有罪となった事件である。この事件は、会計監

査人が不正の発見に遅れると、たとえ、不正を

発見しても責任をとわれること、利害関係者と

の取引には通常以上の注意を払う必要であるこ

となどを示した。特に、後者の教訓を生かすこ

とができたのであれば、後述するエンロン事件

を回避することができたかもしれない。

　その後も、1960年代終わりから1970年代にか

けて、ペンセントラル（鉄道会社）、エクイティ・

ファンディング（保険会社）、ナショナル・ス

チューデント・マーケティング（通信教育会社）、

フォー・シーズンズ養護施設、ジェオテック・リ

ソーシズ・ファンドなどの事件が発生した。こ

れらの事態に対処する方法が検討され、その１

つとして、アメリカ公認会計士協会の影響の強

いＡＰＢに代わる独立の会計基準設定機関とし

て、財務会計基準審議会（ＦＡＳＢ）が設立された。

　1980年代に入ると、ペン・スクエア銀行、コ

ンチネンタル銀行などの倒産に伴うスキャンダ

ルが発生し、また、競争力を失った貯蓄貸付組

合の多数の倒産も発生し、その度に、会計監査

人の責任が問われることとなった（注 5）。

　1990年代前半も会計事務所に対する損害賠償

訴訟は継続するが、それを業務としていた大手

の弁護士事務所の倒産と1995年に成立した民事

証券訴訟改革法の成立により、会計事務所に対

する訴訟は一時沈静化した。また、統廃合後に

金融機関が競争力を回復し、更に、規制緩和に

より新しいタイプのビジネスが興隆することに

より、景気は上向き、証券市場も多いに賑わっ

たが、次の会計スキャンダルを生むもとを作る

ことともなった。

　1990年代終わりから2002年までに会計不正で
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問題となった米国の大企業は、エンロン（前年

の売上高によると全米第７位）、ワールドコム

（世界第二位の通信会社）、グローバル・クロシ

ング、クエスト、ダイナジー、ＣＭＳエナジー、

タイコ、アデルファイア、ペレグレン、サンビー

ム、アリゾナ・バプテスト財団、ウエイスト・マ

ネジメント、ゼロックスなどであり（注6）、これら

の会社のうち、多くの会社が破綻している。ま

た、これらの会社に共通する現象は、経営者、取

締役会（特に、監査委員会）、外部会計監査人の

機能不全と経済実態のない取引を記録し、収益

と利益を過大表示するか、費用・損失を資産に

計上するか、簿外にしていたことである。もち

ろん、常識をはずれた業績をあげる会社につい

て十分な裏付けを取ることなく、高い評価を与

えたり、賞賛していたアナリスト、報道機関、経

済実態のない取引の相方をつとめた投資銀行、

形式的には合法であるが、実態の疑わしい取引

についても警告することなくアドバイスを続け

た弁護士事務所にも、間接的な責任があろう。

Ⅱ　ＳＯＸ法の概要

　1980年代から米国連邦議会は、公開会社の会

計報告と会計監査人に対する規制を強化する試

みを繰返していたが、公開会社の経営者と会計

監査人の抵抗に会い、規制強化はあまり進まな

かった。2001年12月にエンロンが会社更生法を

申請して、破綻した後でも、事態は大きく変化

しなかった。しかし、2003年６月にワールドコ

ムの38億ドルの会計不正（その後に71億ドルで

あることが判明）が明らかになると、米国連邦

議会内の空気は変わり、サーベンス・オックス

リー法（企業会計改革法；以下、ＳＯＸ法とい

う）が2003年７月下旬に上下両院を通過し、ブッ

シュ大統領の署名を経て、成立した。このＳＯＸ

法の主要な内容の概要は次の通りである（カッ

コ内の数値は関係条文を指す）。

１．会社の最高財務担当役員（ＣＦＯ）と最高

会計責任者（ＣＡＯ）に適用する倫理規定に

は、次の事項を促進する基準を含むこと。①

個人の利害と職務上の利害が対立する場合も

倫理的行動をとることを含めて、誠実かつ合

理的な行動をすること、②会社が提出するべ

き報告書における開示は、完全、公平、正確、

適時、理解しやすいこと、③法令に準拠する

こと（406）。

２．会社の取締役、役員は、外部監査人（会計

監査人）に対して、不当な干渉、脅迫、命令、

誘導（またはそれらを意図した行為）を行なっ

てはならない。

３．会社の最高経営責任者（ＣＥＯ）とＣＦＯ

は、自社の財務諸表は、財政状態、経営成績

を正しく表示しており、ＳＥＣに提出する報

告書には、重要な事項に関する虚偽記載は一

切なく、重要な事実の記載漏れにより、誤解

を生じさせることはないことを記載した証明

書を提出すること（404）。

４．監査委員会は、社外取締役だけで構成し、そ

のうち、最低１名の「財務専門家」が含まれ

ているかどうか、含まれていない場合には、そ

の理由を開示すること（407）。監査委員会は、

外部監査人を任命し、監査報酬を決定する。更

に、外部監査人の業務の監督、並びに、外部

監査人が自社に提供するすべての監査業務お

よびすべての非監査業務を事前に承認する

（202および301）。監査委員会は、このような

職務を遂行するために、外部の弁護士などの

専門家と契約して、助言を受ける権利を有し

ており、会社はこのための費用を負担する義

務を負う（301）。

５．ＳＥＣの直接的な監督の下に、監査を担当

する公認会計士を規制する調査権および処分

権を持つ「公開会社会計監督委員会」（ＰＣＡＯ
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Ｂ）を設け、公開会社の監査基準を設定し、公

開会社の監査を担当する会計事務所の監査を

定期的に監査し、必要に応じて、勧告、処分

を行なう（103）。

６．ＰＣＡＯＢとＦＡＳＢの運営資金は、ＳＥＣ登

録会社に課する「年次会計負担金」で賄う。

７．監査責任者（主任監査パートナー）は、５

年毎に交代しなければならない（従来の7年毎

から短縮）。

８．内部監査、情報システムの構築を含む８種

類の業務を、監査を担当する会計事務所が、被

監査会社に提供することを禁止した（201）。

９．被監査会社に会計事務所の直接の担当者が

就職するためには、１年以上の待期間が必要

である。

10．会社の経営者は、財務報告に対する内部統

制の有効性を査定して、その結果を毎年株主

に報告する義務を負う（404）。外部監査人は、

内部統制に関する経営者の査定を検討のうえ、

報告する義務を負う。

Ⅲ　ＳＯＸ法の有効性

　上記のようなＳＯＸ法が施行された後に、米

国の公開会社およびそれらの会計監査を担当す

る会計事務所がどのように変わったかを2004年

８月の現地インタビュー（注７）などにより確かめ

た。

　米国の主要会社の財務・会計担当役員などを

メンバーとするフィナンシャル・エクゼキュ

ティブ・インスティチュートなどの団体と大手

会計事務所などは、ＳＯＸ法に準拠するための

ガイドブック（注8）を作成し、無料または有料で

配布すると共に、セミナーなどを開催している。

また、ＳＯＸ法に準拠していることを示すため

には、多くのマニュアルと報告書などを作成す

るためがあることから、会計事務所、弁護士事

務所、コンサルティング会社などを雇って、作

業を進めたところも多い。従って、表面的には、

公開会社のほとんどすべてが、ＳＯＸ法に準拠

するように努力しているといえよう。

　しかし、会計不正を防止する上で、最も大切

と考えられるのは、会社のトップ・マネジメン

トを頂点とする全従業員のマインド・セッティ

ングであるが、これが大きく変化した兆候はな

い。法令違反とか明確な会計基準違反になるよ

うな行為をしようとする関係者はいないが、グ

レーゾーンにある会計処理を巡っては、完全、公

平、正確、適時、理解しやすい会計処理と開示

が行なわれているとはいいがたい状況が依然と

して存在している。例えば、リース取引を例に

とれば、その経済実態を見れば、本来は借手が

関連資産と負債を貸借対照表に計上する必要が

ある場合でも、会計基準に定める形式的要件が

充たされるならば、ファイナンス・リースでは

なく、オペレーティング・リースと処理されて

いる。形式要件を充たしているために、会計監

査人も異議を申し立てることが難しくなるなど

をあげることができる。（ファイナンス・リース

として処理すれば、借り手は関連の資産・負債

を計上する必要があり、オペレーティング・リー

スと比べて、総資産額、投下資本額などが大き

くなるなど、財務比率を計算する上などで不利

があると考えられている。）

　会計監査人の事務所も、比較的大規模な被監

査会社の主任パートナー（監査責任者）の決定

権をそれぞれの地区事務所ではなく、本部事務

所などに移して、地区事務所長の偏った判断、特

に、営業上の理由による判断で選任しないよう

な制度を採りはじめている。しかし、全米で

1,000人とか 2,000人を超えるパートナーを擁す

る事務所で、本部事務所などが十分な情報を

持っている保証はない。過去に、特に、問題の

あったパートナーを除き、地区事務所長の推薦
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するパートナーを特定の被監査会社の主任パー

トナーに選任せざるをえない。第一、問題を起

こしたパートナーは、その程度と事情にもよる

が、その事務所で引き続き働いていることはな

い。また、別の事務所から移ってきたパートナー

についても、前評判と実態が異なることが少な

くなく、リスクは通常よりも大きい。ここでも、

改革の有効性は疑問である。

　次には、これまで、監査業務時間合計の中で、

パートナーが使う時間が少なかったといわれて

いるのを是正し、パートナーの時間を増やそう

としている。事実、ある事務所では、パートナー

が一定割合以上の時間を使っていない監査業務

をその事務所の内部監査部門が精査し、改善を

指導している。監査業務において、経験のある

優秀なパートナーが現場にも出掛け、判断する

ことは貴重である。しかし、ここでの問題は、こ

の方針を実現するためには、パートナーの数が

不足していることである。パートナーに昇進さ

せることのできる候補者はできるだけ多く昇進

させたが、なお、不足であるという。正確な統

計はないが、米国の４大会計事務所でパート

ナーに昇進できるのは、大学・大学院から入所

した者の１％程度といわれている。現在の４大

会計事務所いずれも、1900年代初頭から採用数

をそれ以前の約半分にしてきているので、パー

トナーに昇進できる候補者の分母も小さくなっ

ていよう。他の事務所からパートナーを採用す

るとしても、先に述べたようなリスクが伴う。

　更に、悪いことに、経験のある優秀なパート

ナーが早期引退ないし転職するケースが増加し

ている。特に、これまで、被監査会社の会計不

正に果敢に立ち向かってきたパートナーにこの

傾向が強いという。これらのパートナーの言い

分は、その状況で、自分たちは最善の努力をし、

最善の判断をしてきたにも拘わらず、自分たち

より状況の把握が十分でない者が自分たちの判

断を形式的に批判する可能性があることは許し

がたく、自分たちをそのような立場におきたく

ないので、辞めるのであるという。

　この影響は、短期的には、会計監査人の事務

所において、優秀な監査担当パートナーの数を

減少させ、残ったパートナーに過重な負担を課

すると共に、パートナー候補者の教育が難しく

なり、中・長期的には、優秀なパートナーを輩

出する可能性が低下するという影響がある。

　日本では、会計監査人が代書屋のような仕事

しかしない（中身を十分に検討せず、決められ

た形式の書類を作成することしかしないという

意味）との批判があったが、米国で監査を巡っ

て現在進めようとしていることは、個々の状況

を無視して、画一的に判断することを強制する

ことで、米国における会計監査人業務の代書屋

業務化につながる懸念がある。ＳＥＣから会計

処理について勧告を受けたフォーチュン 500社

が３割ぐらいに達したので、事態は極めて深刻

であるというが、裏を返せば、７割の会社は会

計基準を準拠していたことなる。ビジネスは会

計のためにあるのではなく、ビジネスの状況を

的確に報告するのが会計の役割である。更に、ビ

ジネス取引の形態は多様であるので、会計基準

が予め、すべてのケースをカバーすることは不

可能である。従って、個々の状況で経営者が行

なう会計処理を会計監査人が大原則に照らして

判断する必要があるが、これが難しくなり、結

果として、企業活動も萎縮する可能性がある。そ

のため、ショックから成立した魔女狩り的

なＳＯＸ法が、時間の経過と共に、この条項の

改正も求められる可能性が高い。企業の経済活

動の合理性の上からは必要であろうが、そのよ

うな改正後も、ＳＯＸ法の有効性が保たれるか

は、現時点では分からない。

　更に、米国の４大会計事務所のＣＥＯはＳＯＸ

法成立以来、誰も交代していない。これら
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のＣＥＯは、監査業務以外の急激拡大も含めて

業務拡大への貢献が認められ、ＣＥＯになった

人々と考えられる。その人々が、監査の品質を

最優先にするような経営手法を持ち、実施でき

るという証拠はどこにもない。また、たとえＣ

ＥＯが代わったとしても、現在のＣＥＯとは異

なるタイプのＣＥＯになる可能性は低い。なぜ

なら、少なくともこれまでの20年で４大会計事

務所で育ち、ＣＥＯになれる可能性のある人材

は現在のＣＥＯと同一タイプであろう。そうで

なければ、その組織で生き残っていない。いず

れ、４大会計事務所のパートナー、スタッフの

マインド・セティイングも変わるであろうが、そ

のスピードは速くない。

　会計事務所が会計不正に巻き込まれない最良

の方法は、問題が発生する可能性の高い会社の

監査をしないことである。このためには、会計

事務所が新たに被監査会社とするかどうかを決

定するための「監査業務引受審査」または既存

の被監査会社の監査業務を引き続き引受けるか

どうかを決定するための「監査業務継続審査」が

重要である。ＳＯＸ法施行後、この業務は強化

されたといわれているが、当該会計事務所の関

係者以外がその変更内容を知ることは難しい。

また、これに関連しての難しい問題は、会計監

査の引き受け手のない会社が増加する可能性が

あることである。この現象は、1990年代の貯蓄

貸付組合について既に発生している。別に、会

計不正をしている会社でないが、監査業務引受

基準に適合しないので、監査を引き受けないと

いう事態であるが、信頼のおける会計監査を受

けられないことは、資金調達の道を塞ぐことと

なり、企業活動には大きな影響があろう。

　以上を総合すると、2004年夏の終わりの時点

でのＳＯＸ法の有効性は限定的であり、今後、米

国の産業界、会計士業界、ＳＥＣなどがどのよ

うに運用するかを見ないと、本当に有効かどう

かは分からない。ただ言えることは、法律だけ

では不正をなくすことができないことである。

投資家、経営者、取締役会のメンバー、従業員、

会計監査人、取引先などのマインド・セティン

グとビジネス・モデルが変わらない限り、会計

不正は跡を絶たないのかもしれない。
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